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　　　 みなさんのお役に立ちます
　　○植木剪定　　○大工・左官仕事　　○農作業　　○除草・草刈　　○軽作業

　　○施設管理　　○清掃　　○毛筆筆耕　　○家事手伝い（掃除・洗濯・食事支度）など

　　 お気軽にお電話下さい           どんな仕事でもご相談下さい         

　（公社）南あわじ市シルバー人材センター
　　〒 656-0478　南あわじ市市福永 358-1（三原庁舎内）
　　TEL ／ 0799-42-5339　　FAX ／ 0799-42-6044

広田事業所　TEL ／ 0799-45-0012

福良事業所　TEL ／ 0799-52-0070

西 淡 窓 口　TEL ／ 0799-36-2083

会　員
募集中

クルマのメンテナンスは、
　　黄色い看板の

　　
認証工場まで！

ク
ル
マ
の

車
検
も
整
備
も

お
ま
か
せ

く
だ
さ
い
！

兵庫県自動車整備振興会 南あわじブロック

大切な家族や地球を守るために日常点検や定期点検が必要です。

　

確定申告会場

洲
本
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場

　
家
畜
の
飼
養
状
況
の
報
告
を
し
て
く
だ
さ
い

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
で
は
、

全
て
の
家
畜（
牛
、水
牛
、鹿
、馬
、

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
い
の
し
し
、

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七

面
鳥
）
の
飼
育
者
（
愛
玩
も
含

む
１
頭
羽
以
上
）
は
毎
年
、
飼

育
状
況
の
報
告
書
を
家
畜
保
健

衛
生
所
に
届
け
出
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
報
告
書
の
届
出
を
さ
れ
て

い
な
い
人
は
「
淡
路
家
畜
保
健
衛

生
所
」
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
淡
路
家
畜
保
健
衛
生
所

　

☎
45
・
２
４
１
１

※
報
告
書
の
様
式
は
「
姫
路
家

畜
保
健
衛
生
所
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
検
索
で
き
ま
す

　

洲
本
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場

は
淡
路
文
化
史
料
館
で
す
。

　

２
月
12
日
（
木
）
の
開
設
ま
で

は
、
洲
本
税
務
署
の
通
常
窓
口
で
の

対
応
と
な
り
ま
す
の
で
、
混
雑
状

況
に
よ
っ
て
は
、
長
時
間
お
待
ち
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
混
雑
状
況
に
よ
っ
て

は
、
相
談
受
付
を
早
め
（
午
後

４
時
頃
）
に
締
め
切
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

開
設
期
間 

２
月
12
日
（
木
）

～
３
月
16
日
（
月
）

※
土
日
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん

時
間 

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
会
場
に
は
午
後
４
時
ご
ろ
ま

で
に
お
越
し
く
だ
さ
い

会
場　

淡
路
文
化
史
料
館

　

洲
本
市
山
手
１
の
１
の
27

問
洲
本
税
務
署
☎
24
・
１
２
１
２

　
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
書

の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

「
復
興
特
別
所
得
税

額
」
欄
の
記
載
漏
れ

の
な
い
よ
う
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
還
付
申
告
を
含
め
、

申
告
さ
れ
る
す
べ
て

の
人
は
「
復
興
特
別

所
得
税
額
」
欄
の
記

載
が
必
要
で
す

問
洲
本
税
務
署

　

☎
24
・
１
２
１
２

確
定
申
告
書
の
作
成
で
は
、復
興
特
別
所
得
税
の

　 
　

確
定
申
告
の
際
に
お
む
つ

代
が
医
療
費
控
除
の
対
象
と
し

て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
医

師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用

証
明
書（
有
料
）」が
必
要
で
す
。

　

前
年
に
医
師
が
発
行
し
た
証

明
書
で
医
療
費
控
除
を
受
け
た

人
に
つ
い
て
は
、
２
年
目
以
降

は
、
市
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
（
無
料
）」
で
医

療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

　

証
明
書
は
、
次
の
対
象
要
件

を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人
か

ら
の
申
請
に
よ
り
、
審
査
の
う

え
で
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た

お
む
つ
使
用
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て

人
に
交
付
し
ま
す
。

対
象
要
件
（
医
療
費
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
年
度
に
有
効
な

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
）　

❶
前
年
に
医
師
の
発
行
し
た
「
お

む
つ
使
用
証
明
書
（
有
料
）」

で
医
療
費
控
除
を
受
け
て
い
る 

❷
要
介
護
認
定
者
で
あ
る 

❸
要
介
護
認
定
に
用
い
た
主
治
医

意
見
書
に
、
尿
失
禁
お
よ
び
寝

た
き
り
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
記
載
が
あ
る

申
請
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

　 
　

所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
障

害
者
控
除
は
、
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
が
対
象
で
す

が
、
手
帳
を
所
持
し
て
い
な
く
て

も「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
、
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

認
定
書
は
、
次
の
対
象
要
件

を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人
か

ら
の
申
請
に
よ
り
、
審
査
の
う

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

え
で
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た

人
に
交
付
し
ま
す
。

対
象
要
件
（
平
成
26
年
12
月
31

日
現
在
で
の
判
定
と
な
り
ま
す
）

❶
満
65
歳
以
上
の
人 

❷
要
介
護
認
定
者
で
あ
る 

❸
身
体
や
精
神
に
基
準
以
上
の

障
害
が
あ
り
、
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

申
請
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

　 確定申告関係

　 確定申告関係
　 確定申告関係

　 確定申告関係

　
期
間
限
定
で
苗
木
等
の
あ
っ
せ
ん
を
行
い
ま
す

　

淡
路
森
林
組
合
に
て
観
賞
用

苗
木
と
椎
茸
種
菌
の
あ
っ
せ
ん

を
行
い
ま
す
。

苗
木
の
種
類　

桜
、
さ
ざ
ん

か
、
ヤ
マ
モ
モ
、
柑
橘
類
、

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
マ
ツ
な
ど

申
込
方
法　

市
役
所
総
合
窓

口
セ
ン
タ
ー
、
連
絡
所
、
出

張
所
に
備
え
付
け
の
「
注

文
書
」
に
て　

２
月
20
日

（
金
）
ま
で
に
、
淡
路
森
林

組
合
も
し
く
は
、
農
林
振
興

課
へ
申
込
み
下
さ
い

配
達　

３
月
上
旬
に
淡
路
森

林
組
合
よ
り
直
接
配
達
さ

れ
ま
す
。（
料
金
は
配
達
時

に
徴
収
、
ま
た
は
、
後
日
金

融
機
関
か
ら
の
振
込
み
）

問
淡
路
森
林
組
合

　

☎
53
・
６
４
５
６

問
農
林
振
興
課

　

☎
43
・
５
０
２
５

　
　

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

は
、優
良
な
農
地
を
確
保
し
て

農
業
振
興
施
策
を
計
画
的
に
実

施
す
る
た
め
、市
が
定
め
る
総

合
的
な
計
画
で
す
。

　

農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、

優
良
農
地
と
し
て
保
全
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
お
り
、転
用

等
に
よ
る
非
農
業
的
な
利
用
を

厳
し
く
規
制
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、緊
急
か
つ
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
農
用
地
区

農
振
除
外
の
申
し
出　
　

 

◇
受
付
を
し
て
い
ま
す

域
内
の
農
地
を
転
用
す
る
必

要
が
生
じ
た
場
合
は
、農
用
地

区
域
か
ら
除
外
す
る
農
用
地

利
用
計
画
の
変
更（
農
振
除

外
）を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

農
振
除
外
の
申
出
に
つ
い
て

受
付
を
し
て
い
ま
す
の
で
、お

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間 

３
月
31
日
（
火
）

ま
で

問
農
林
振
興
課
課

　

☎
43
・
５
０
２
５

　

答 

平
成
14
年
度
よ
り
、新
車

新
規
登
録
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
車
は

13
年
、デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
は
11
年

を
経
過
す
る
と
、自
動
車
税
が

通
常
の
税
額
よ
り
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
10
％
加
算
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
税
制
改
正

に
よ
っ
て
、
平
成
27
年
度
か

ら
は
15
％
加
算
さ
れ
ま
す
。

（
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て

問 

普
通
自
動
車
は
古
く
な
る
と

は
10
％
加
算
で
す
）

〈
例
〉
排
気
量
が
1
リ
ッ
ト
ル

を
超
え
、
１
・
５
リ
ッ
ト
ル

以
下
の
自
家
用
車
の
場
合

⇒

通
常
税
率
３
万
４
５
０
０

円
が
、
26
年
度
ま
で
は

３
万
７
９
０
０
円
、
27
年
度

か
ら
は
３
万
９
６
０
０
円

と
な
り
ま
す
。

問
洲
本
県
税
事
務
所 

課
税
第
１
課

☎
26
・
２
０
３
２

自
動
車
税
が
高
く
な
り
ま
す
か
？

注意！


